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第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 調査名及び実施受入機関名 

(1) 調査名 

和文：ウガンダ共和国東部ウガンダ持続型灌漑開発計画調査 

英文：The Study on Poverty Eradication through Sustainable Irrigation Project in Eastern 

Uganda 

 

(2) 実施受入機関名 

和文：農業・畜産・水産省（農地開発局） 

英文：Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries（MAAIF）：Farming Development 

Department 

 

１－２ 要請の背景及び経緯 

(1) 基幹産業としての農業  

ウガンダ共和国（以下、「ウ国」と記す）において農業は、国内総生産（GDP）の42％、輸

出総額の80％以上、雇用人口の80％（2001年）を占める基幹産業である。農民の大多数は所

有する農地が２ha以下の小規模農家であり、簡易な農具を用いた伝統農法により、自給自足

的農業を営んでいる。なお、ウ国の灌漑可能面積20万2,000haのうち、計画的に灌漑が行われ

ているのは5,000haにも満たない。 

 

(2) 国家計画としての農業の発展及び農業をとりまく行政環境の変化 

ウ国では、経済発展の重点分野として農業を位置づけている。2000年に策定された包括的

な開発フレームワークである「農業近代化計画」では、①自給レベルにある貧困農民の所得

と生活水準の向上、②世帯の食料の保障、③雇用の確保、④自然資源の持続的利用と管理の

促進を主目的として掲げている。同計画では地方分権化及び民営化の推進も掲げており、ウ

国行政環境は大きく変化してきている。 

同計画の下、水資源開発を管轄する水・土地・環境省（Ministry of Water, Lands and 

Environment：MWLE）が、水資源の現況調査や生産改善のための水利用調査を実施中である。

同省は、湿地の有効利用と保全との調和を図る重要な施策として水田の灌漑開発をとらえて

いる。 

MAAIF農地開発局も灌漑政策を策定中である。旱魃被害の緩和、受益者への移管、小農支

援、適正技術の普及、湿地の持続的開発等を目的として掲げている。 
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 (3) 調査対象地域の農業概況 

調査対象地域である東部地域（２万719km2、約416万7,000人）には湿地帯が多いが、1998～ 

2000年の旱魃で農業生産が極端に減少して被害が生じたこともあり、水資源の有効利用が重

要となってきた。 

同地域には、過去の援助によって稲作が広がるが、その多くは、小規模農民による湿地周

辺の氾濫原を利用した天水依存型での粗放的な水稲作付けである。技術的に改善すべき点が

多い。 

同地域における計画的に作られた灌漑施設としては、民間企業による大規模商業水稲生産

（近隣国へ輸出されている）が行われている灌漑施設、及び老朽化の進んだ政府所有の灌漑

排水施設（農民組織に移管される予定）がある。 

 

(4) 本開発調査の要請 

かかる状況のなかで、2001年8月にウ国政府は我が国に対し、同国東部地域10県1）を対象に、

水稲作を中心とした既存灌漑施設の改修及び新規灌漑開発〔大規模（約200ha、Namatala川と

Wairagala川の集水域）、及び小規模（約５ha、各県２か所）〕に係るフィージビリティ・スタ

ディ（Ｆ／Ｓ）の実施を要請してきた。 

 

１－３ 事前調査の目的 

要請背景及び調査関連の周辺状況を、関係諸機関との協議及び予定対象地域の視察を通じて把

握・確認する。これに基づき、実施調査の目的、対象地域、調査内容等を先方調査実施機関であ

るMAAIFのうち開発局をはじめとする関係機関と協議し、調査実施細則（Ｓ／Ｗ）として合意、

署名交換する。あわせて、実施調査に必要な情報を収集する。 

    

                            
1） Soroti, Katakwi, Kumi, Kamuli, Pallisa, Mbale, Tororo, Busia, Sironko, Kaberamaido 
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１－４ 調査団の構成    

 調査団員氏名 担当分野 所 属 

1 西牧 隆壯 総括／開発計画 国際協力事業団農業開発協力部 広域調査員（アフリ

カ農業担当） 

2 森田 明宏 灌 漑 農林水産省近畿農政局整備部設計課事業調整室 室長 

3 奥秋 満 営 農 農林水産省関東農政局生産経営部農産課 指導係長 

4 田儀 耕治 農村社会／湿地保全 国際協力事業団農林水産開発調査部林業水産開発調

査課 ジュニア専門員 

5 小林 伸行 調査企画／事前評価 国際協力事業団農林水産開発調査部農業開発調査課

課長代理 

 

１－５ 調査日程 

日順 月 日 曜 調査行程・調査内容 

１ ４月15日 （火） 東京→（ロンドン）→ 
２ ４月16日 （水）  9:00 JICA／JOCVウガンダ調整員事務所との打合せ 

 9:30 在ウガンダ日本大使館表敬 
10:30 外務省（MOFA）表敬 
14:00 農業・畜産・水産省（MAAIF）表敬 
15:00 MAAIFとの協議 

３ ４月17日 （木）  9:00 MAAIF派遣専門家（Mr. Martin）との意見交換 
10:30 財務・計画・経済開発省（MFPED）表敬 
11:30 Sasakawa Global-2000との意見交換 
14:00 MAAIFとの協議 

４ ４月18日 （金） 現地調査（カムリ県、イガンガ県、ブギリ県、ブシア県）(ムバル泊) 
５ ４月19日 （土） 現地調査（トロロ県、ムバル県、パリサ県）（ソロティ泊） 
６ ４月20日 （日） シロンコ県、クミ県、カタクウィ県、ソロティ県） 
７ ４月21日 （月） 17:00 団内打合せ 
８ ４月22日 （火）  9:00 環境管理庁（NEMA）との協議 

10:30 農業近代化計画（PMA）、国家農業指導サービス(NAADS）事務
局との協議 

14:00 MAAIFとの協議 
９ ４月23日 （水）  9:00 ウガンダ野生生物局（UWA）との協議 

14:00 MAAIFとの協議 
10 ４月24日 （木）  9:00 国際連合食糧農業機関（FAO）との意見交換 

11:00 MAAIFとの協議 
15:00 Ｓ／Ｗ署名 
16:30 在ウガンダ日本大使館への報告 

11 ４月25日 （金） →ケニア（ナイロビ） 
11:30 JICAケニア事務所への報告 
ナイロビ→ 

12 ４月26日 （土） →（ロンドン）→ 
13 ４月27日 （日） →東京 
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１－６ 実施細則（Ｓ／Ｗ）協議の概要 

ウ国東部地域10県において稲作農業を中心とした灌漑開発計画を実施するための実行可能性

調査（Ｆ／Ｓ）として要請された本調査であるが、これら地域を対象にした持続的な灌漑開発計

画と一部地域での詳細活動計画の策定、それら計画の妥当性を検証するためのパイロットプロジ

ェクトの実施という当方からの調査項目の提案につき、MAAIFの了解を得た。 

 

(1) 調査対象範囲 

東部地域で稲作が行われているイガンガ、ブギリ、マユゲの３県も調査対象に含めるよう、

MAAIFから要請があった。 

これにつき、当初要請の10県に隣接する上記３県においても稲作が盛んに行われているこ

とが現地調査で確認できたことを踏まえ、これら３県も調査範囲に含めることが妥当である

と判断し、計13県を調査対象範囲とした。 

 

(2) 調査内容 

灌漑開発計画（Development Plan：Ｄ／Ｐ）の策定においては、対象作物をコメに絞らずに

包括的な観点から調査を行ってほしいとのMAAIFからの要望があった。 

これにつき、フェーズⅠにおける現状調査及びDevelopment Planの策定の段階では、対象

作物をコメに絞らず、行動計画（Action Plan）を策定する段階でその中心を稲作灌漑（paddy 

rice irrigation）とすることにした。 

 

(3) 環境影響評価（Environment Impact Assessment：EIA）の実施 

MAAIF側より「ウ国側の手続きにのっとったEIAを実施すべき」との要望があった。 

これにつき、フェーズⅠのアクションプラン策定の段階でその策定対象地域を選定するた

めの“Preliminary EIA”を行い、アクションプランに基づいて選定した地区でのパイロット

プロジェクト実施計画（Implementation Plan）策定の段階で、これら地区に係る詳細なEIA

（in-depth EIA）を実施することとした。これらウ国側の作業を支援するための調査を本格調

査にて行う。 

 

(4) 調査開始時期 

調査団より「Ｓ／Ｗに合意・署名したあと、2003年８月には本格調査を開始したい」旨、ウ

国側関係機関に説明し、これら機関の合意を得た。 
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(5) 計画（Ｄ／Ｐ）の目標年次 

Ｄ／Ｐの上位計画となる貧困削減行動計画（Poverty Eradication Action Plan：PEAP）の目標年

次に合わせ、2017年とすることでMAAIF側と合意した。 

 

(6) カウンターパートの経費 

MAAIF次官は「本格調査の開始までにカウンターパート経費を措置する必要性を理解する

ところ、次回の予算策定時に必要な経費をウ国側で計上すべく準備を進めるべき」との意向

を示し、MAAIFとの協議において関係者に対応を指示した。 

これに対し、調査団は「カウンターパート経費については実用的なやり方（practical way）

にて対応したい」と述べ、同経費については日本側で柔軟な対応を検討する意向を示した。 

 

(7) 本格調査後の対応 

当方より「本格調査で提示される計画（Ｄ／Ｐ及びアクションプラン）に基づき、ウ国側に

て資金源を探すこととなる」と回答したところ、MAAIF次官は「本格調査実施中から、事業

実施のための資金源について検討を開始する必要がある」と述べ、早急な対応が必要との認

識を示した。 

 

１－７ 訪問先及び面会者 

〈ウガンダ側関係機関〉 

(1) 農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries：MAAIF） 

Mr. G. P.   Kasajja Undersecretary 

Mrs. Tumusiime P. R.  Commissioner, Agricultural Planning Department(APD) 

Mr. Byamugisha Benon,  Senior Economist, APD 

Mr. Maurice Okello Ocaya  Acting Commissioner, Farming Development 

  Department(FDD) 

Mr. F. I. M. Ssozi  Assistant Commissioner(Engineering), FDD  

Mr. J. M. Ogwang  Acting Principal Irrigation Agronomist, FDD 

Mr. C. Rusoke  Senior Agricultural Officer, FDD 

Mr. Ben Hazards Torach  Principal Agricultural Engineer, FDD 

Mr. Martin Fowler  Sector Policy and Programme Advisor 

  （EUからの派遣専門家） 
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(2) 水・土地・環境省(Ministry of Water Lands and Environment：MWLE) 

Ms. Norah Namakambo  Senior Wetland Inspector, Wetlands Inspection Division 

Mr. Rwarinda E. M.  Acting Senior Water Officer,  

  Water Resources Management Department (WRMD) 

Mr. Kyosingma W. F.  Principal Hydrologist, WRMD 

Mr. Turolimugeiga Callist  Principal Hydrologist, WRMD 

 

(3) 環境管理庁（National Environment Management Authority：NEMA） 

Dr. Bob Ogwang  Natural Resource Management Specialist(Biodiversity & 

Rangelands) 

Mr. George Lubega Matovu  Natural Resource Management Specialist 

  (Aquatic Biodiversity) 

Mr. Arnold Waisma  Environmental Audits & Monitoring Officer 

 

(4) 農業近代化計画（Plan for Modernization of Agriculture：PMA)Secretariat 

Dr. Willie O. Odwongo  Director 

Mr. Tom K. Mugisa  Programme Officer, Technical Services 

 

(5) 国家農業指導サービス（National Agricultural Advisory Service：NAADS）Secretariat 

Dr. M. Silim Nahdy  Executive Director 

Dr. Joseph Oryokot  Technical Services Manager 

 

(6) 財務計画経済開発省（Ministry of Finance, Planning and Economic Development：MFPED） 

Mr. Patrick Ocailap  Commissioner, Aid Liaison Department 

Mr. Oode Obella  Assistant Commissioner, Aid Liaison Department 

 

(7) 外務省（Ministry of Foreign Affairs：MOFA） 

Amb. J. S. Bakayana-Kityo  Acting Permanent Secretary 

Amb. Charles W. G. Wagaba Head, Asia & Pacific Department 

 

(8) ウガンダ野生生物局（Uganda Wildlife Authority：UWA） 

Mr. Edgar Buhanda Araali  Natural Resource Coordinator 
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〈他支援機関〉 

(1) Sasakawa Global-2000 

Dr. A. Michael Foster  Country Director 

Mr. Charles Sembatya  Program Specialist 

 

(2) 国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO） 

Mr. Charles Owach  Assistant Resident Representative 

Mr. Lars Arne Jensen  Associate Professional Officer, Special Programme for 

Food Security 

 

〈日本側関係機関〉 

(1) JOCVウガンダ調整員事務所 

津川 智明 調整員 

住田 康雄 プログラムオフィサー 

 

(2) 在ウガンダ日本大使館 

三木 達也 公 使 

森原 克樹 二等書記官 

 

(3) JICA派遣専門家 

富高 元徳 農業・畜産・水産省 

福嶋 健次 水・土地・環境省 

 

(4) JICAケニア事務所 

松下 雄一 所 員 

Mr. Choke Jiddah Agricultural Sector Specialist 
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第２章 本格調査実施上の留意点 
    

２－１ 調査全体    

ウ国の東部において持続可能な灌漑開発を促進することによって、この地域の貧困削減に寄与

するというのがこの開発調査に与えられた目標である。 

その目標達成のために、事前調査の結果次の４点をこの調査の目的とした。 

① 2017年を目標年次とする東部ウガンダ13県の持続的灌漑開発計画（Ｄ／Ｐ）を策定する。 

② 優先度の高い地域のアクションプランを策定する。 

③ アクションプランのなかからパイロットプロジェクトを選定して実施する。 

④ 開発調査の実施の過程で、カウンターパート及び対象コミュニティーのキャパシティー

ビルディングを図る。 

 

(1) 開発計画（Ｄ／Ｐ） 

通常開発調査では、マスタープラン（Ｍ／Ｐ）作成という用語を用いるが、本開発調査

ではＤ／Ｐという表現にした。ウ国は貧困削減計画とそれに基づくセクターワイドアプローチ

を早い段階から取り入れた国で、本案件に先立って実施された「収穫後処理及び流通市場開

発計画」事前調査の際、農業近代化計画（PMA）事務局をはじめ、主としてドナーグループ

から、貧困削減行動計画（PEAP）（PRSPに相当）に基づいたPMAが農業分野のＭ／Ｐである

との指摘を受け、Ｄ／Ｐという表現に変えた経緯を踏まえたものである。好むと好まざるとに

かかわらず、現時点のウガンダでは援助調整は避けられず、こまめに他の援助関係者との連

絡に意を用いる必要がある。 

目標年次の2017年はPEAPのターゲットイヤーに合わせたが、農業・畜産・水産省（MAAIF）

には必ずしも理解されていないように思うので、Ｄ／Ｐとは何かを本格調査の段階で繰り返 

し説明する必要がある。 

ウガンダの援助世界では、このＤ／ＰはPEAP、PMAの流れに沿って日本が農業の分野で行

う「政策」支援であり、同時に日本が主張するプログラム、プロジェクトミックスの橋渡し

であるという立場を明確にすべきものと考える。 

 

(2) アクションプラン  

Ｄ／Ｐとパイロットプロジェクトの間にアクションプランの策定を置いた。一般の開発調査

ではＦ／Ｓに相当する。マクロを対象とし、長期的な視点に立つＤ／Ｐと農村レベルで目に見

える成果が求められるミクロベースのパイロットプロジェクトを、どのように論理的かつ現

実的に結びつけることができるかがアクションプランに求められる。 
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パイロットプロジェクトの課題として、その持続性と波及性があげられるが、アクシ

ョンプランでその点について明確にすることが肝要である。その意味で調査の早い段階

で、パイロットプロジェクトについて、どこで何をするのかという明確なイメージを組

み立てるべきと考える。

(3) パイロットプロジェクト

パイロットプロジェクトについては、本格調査の初期の段階で、先方関係者ともよく

話し合ってきめるべきものと考えるが、事前調査団の印象としては次のとおり。

対象の県が13県あるが、どんなに小さくてもよいから各県ごとにひとつは実施するほ

うが、対象県を絞り込むよりも現実的ではないか。現地のリソースを十分活用し、また

幹線道路から近いところを選定するなどの工夫は必要である。

ドホ灌漑スキームに関しては、農民研修や種子配布の中心として位置づけられる可能

性がある。研修の実施や品質検査関連の機器の小規模な供与といった形が考えられる。

将来的には、タンザニアキリマンジャロ広域協力と連携した技術協力プロジェクトの可

能性を視野に入れるべきであろう。既存の灌漑施設について農民組合による維持補修の

能力向上を図ることはもちろんだが、併せて幹線水路の土砂の排除や構造物の補修につ

いてパイロットプロジェクトとして取り上げることも考える必要がある。

その他の地域のうち、自然環境面での保護配慮がより優先されるべき地区については、

水田稲作を現状程度にとどめ、コメ以外の作物を含めた環境保全型の農業形態を導入す

ることも考えられる。こういった地区ではコミュニティー開発として農業だけにとどま

らない小規模だが総合的な取り組みを試行することが考えられる。

稲作を振興できるポテンシャルのある地区（自然資本だけでなく社会、人的、金融的、

物的資本のポテンシャルがある地区）においては、持続性に配慮した稲作拡大と生産性

の向上に資する小規模な施設や技術支援が考えられる。

(4) キャパシティービルディング

小農が普及員の活用を将来的にも十分とは考えられないウ国の状況から考えて、農民

リーダーの育成が第一番に考慮されるべきである。普及システムについては国家農業指

導サービス（NAADS）とよばれるシステムが世界銀行、EUのドナー協力でなされており、

NAADSとの連携は重要であるが、将来的にわたってNAADSが機能するとは考えにくいし、

仮に機能しても小農が利用できる可能性は低い。

次に拠点となる地区が必要だが今のところ、上にあげたドホを拠点としてその能力向

上を図るのが現実的ではないかと考える。
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低地稲作の振興については、政策レベルで低地の利用と保全との間で事実上のコンフリク

トがあり、そのことが農民の稲作への取り組みを弱めている側面がある。灌漑政策について

は、MAAIFによってコンセプトペーパーが用意されているが、このコンセプトが現場レベル

で活用されるような制度的な強化策も必要である。 

 

２－２ 各調査担当分野から見たその他の留意点 

(1) 農村社会 

キビンバなど一部の地域を除き、調査対象地域の大半の農家は、自耕自給型の小規模

農家であり、自給できるものの、安定した現金収入を得る手段はもち合わせていないの

が実状である。農民の稲作への取り組みに対する意識にはばらつきがあり、イガンガ県

など一部の地方では、他に選択肢がないのでイネを作っているという消極的な意見も聞

かれたが、ソロティ県では、農家自体でコメを毎日食べているという地区もあり、稲作

に対して意欲的に取り組んでいる姿勢が感じられた。このことから、地方ごとに農民の

意識調査を行い、稲作に対する意識を把握したうえで、意欲の高い地方で優先的に小規

模灌漑を行い、パイロットスタディを実施する。 

農家の多くが天水依存型の稲作を行っており、収穫期に出荷が集中することからコメ

の市場価格が下落し、結果的に稲作農家の低所得につながっている可能性がある。小規

模灌漑の実施によって収穫期を多少ずらしたり、二期作を実施したりすることが、農家

の所得向上につながるのかどうか見極めることが必要である。また、インセンティブの

問題、及び湿地の利用という法的な問題とも併せて、場合によっては他の換金作物栽培

の可能性を検討し、栽培作物の移行を奨励することも考慮に入れておくべきである。 

ウ国では、村などの単位でまとまって協力するという考え方が十分に普及していない。

土地法のなかで土地利用や管理の側面からも、土地・湿地組合（後者は水利組合のよう

なものと思われる）の設置が呼びかけられているが、大規模灌漑地を除いては家族単位

で耕作を行っている農民が多い現状からすると、これらの組合が十分に機能していると

は言いがたい。また、土地法下の土地・湿地組合とは別に、農民間でグループを作って

農作業を行っている地区があり、グループのリーダーが栽培する作物を決めているとい

う事例もみられる。しかし、これらのグループのなかには、土地・湿地組合として認め

られていないものもある。その結果、小規模農家の意見が行政面に反映されにくく、農

家の現状と行政制度の間にギャップが生じている可能性が高い。このことから、本格調

査では、調査対象地域内の土地・湿地組合や、その他、小規模農家の集まりの名称、規

模、役割、問題点などの現状を把握・整理してリスト化し、既存の法制度のなかで果た

し得る役割について考察したうえで、これらのグループがより効率的な役割を果たせる
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よう、グループと行政の双方に提言を行っていくことが必要である。

(2) ジェンダー問題

ウ国では、自耕自給農民の80％以上が女性であり、法的にはその権利は保障されている

ものの、教育レベルの低さ、コミュニティー内の信用度の低さもあって、女性の社会的な

地位は低い。このことは、小規模農業において女性は無視できない存在であるものの、女

性の果たす役割に比べるとその発言権は小さいことを示している。逆に言えば、女性を対

象とした聞き取り調査を実施することで小規模農家の湿地利用の現状を把握し、普及啓発

活動を実施することにより、持続的な土地利用が行われるように促すことが必要である。

(3) 湿地保全

 1) 法律、ガイドラインの遵守・活用

ウ国では、1980年代後半より国内の湿地保全・管理を積極的に進めており、1989年に設

立した全国湿地プログラム（National Wetland Conservation and Management Programme: NWP）

の下、国家湿地政策、環境法、水法、地方政府法、土地法などの関係する政策、法律が整

備された。また、2001年以降、NWPを強化した湿地セクター戦略計画2001-2010（Wetland Sector

Strategic Plan2001-2010：WSSP）の下で、各法律を一般にも分かりやすく解説したガイドラ

インが作成され、農業分野については、Guidelines for Smallholder Paddy Rice Cultivation in

Seasonal Wetlands及びGuidelines for Wetland Edge Gardeningが作成・配付されている。

しかしながら、これらの法律やガイドラインは、対象地域の稲作開始以後に成立した

ものがほとんどであり、法律の内容に対する理解の不足から、一部の農民には行政に対

する反発も見られる。このことから、本格調査でパイロットスタディを実施するにあた

っては、各法律を遵守するだけでなく、前述したガイドラインを積極的に活用すること

により、湿地の保全に配慮した農耕の普及を奨励することが必要である。また、農民を

対象としたワークショップの実施の際、湿地の保全が住民の生活環境の維持につながる

こと、湿地の濫開発による環境破壊が結果として農民自体の生活の悪化につながるおそ

れがあることなどを説明し、耕作地周辺の湿地環境を保全することに対して、農民の理

解を図ることが必要である。

 2) 行政組織との連携

ウ国において、湿地の保全・管理を執り行っているのは、主にMAAIFのなかにある湿地
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調査課（Wetlands Inspection Division：WID）だが、環境影響評価（EIA）の主管である環境

管理庁（NEMA）、水資源開発の主管である水開発局（Directorate of Water Development：

DWD）、土地管理を行っている土地・環境局（Directorate of Land and Environment）なども

間接的に関与している。 

これらの政府機関は、灌漑事業実施の際に必要な湿地や水資源の情報を有している。例

えば、WIDでは、国内湿地目録を作成し、国内の重要な湿地の情報を維持・管理している。

また、DWD内の水資源管理課（Water Resource Management Division：WRMD）では地下・

表層水両方の水質に関係するモニタリング調査を行い、データベースを保有している。こ

のことから、本格調査実施上、水資源に関する情報の交換を行うとともに、保全政策との

衝突を避けるために、これらの諸機関との連携を図ることが重要であり、Technical Working 

Groupの設置の際、水資源の利用・管理、湿地保全・管理、EIAの各側面から、WRMD、WID、

NEMAの参加打診を検討する必要がある。 

 

(4) 農業・営農 

農家のインセンティブを把握するため、更に詳細なデータを把握することが必要である。

本調査では農家の収入の改善を目的のひとつとしているが、そのためには一般労働者と農家

の家計状況を把握する必要がある。次に作物がどのような市場評価を得ているのか、ディス

トリクトごとの販売価格を把握する必要がある。また、流通コストの把握も必要であろう。 

作物の導入にあっては、その地域の栽培条件の把握も必要である。適地適作が導入をスム

ーズに進めるポイントと考えられる。 

地域に新たな作物を導入するにあたっては、普及組織であるNAADSとの連携も必要である

NAADSでは栽培マニュアルを作成中とのことであり、本格調査実施の際にはその内容を基に

更なる検討が望まれる。 

 

(5) 灌 漑 

 1) 既存灌漑施設（ドホ灌漑スキーム）の改修 

ドホ地区は施設が老朽化により機能低下している。施設の維持管理に関して農民が参加

していないなどの問題点があるため、施設をうまく機能させるには､施設の改修だけでな

く､農民による維持管理組織の円滑な運営が不可欠である｡維持管理にあたる農家を対象

とした、施設の維持管理に関する啓もう活動が重要である。 

また、現在の農民から徴収している水管理費では維持管理費用が不足している。隣接の

民間による水利施設では約12倍の水利費を払っても水を利用していることを考えると、適

切な維持管理のため、ドホ地区の水管理費の再検討も必要と思われる。 
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民間施設による違法な取水によるドホ地区の水不足を解消するには､同施設を管理シス

テムのなかに取り込んで一体的な水利用を考えるべきである｡ 

本地区を事業の対象とするには､本格調査においてこれら維持管理に関する項目につい

て目処を立てることが必要である。その後、隣接農地も含めた水管理が必要であれば、必

要水量の再把握やこれらに配慮した維持管理マニュアルの作成が必要と思われる。 

 

 2) 新規灌漑開発 

小規模農民に裨益し、水を安定的に補給するには、ローテク・低コストでの事業を行い、

パイロット事業で行うことのできる規模で、受益農民の関与（労力提供等）も最大限得な

がら施設を整備していくことが、その後の維持管理も円滑に運ぶものと思われる。本格調

査において、地理的条件・水源の状況に加えて、維持管理の観点からも候補地を選定する

ことが必要と思われる。 

 

(6) その他 

今回調査では調査対象県の関係者との協議等を十分に行うことができなかった。 

これらの地方政府（及び中央政府の出先事務所）関係者は、事業実施に先立つEIAの要否

の決定や、稲作技術等の各種の技術指導を農民グループが（NAADSプログラムによる普及指

導の形で）申請する際の窓口となることから、本格調査の早い段階でその体制（スタッフの

数、技術的能力等）を把握しておく必要がある。 
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第３章 現地調査結果詳細 
 

３－１ 上位計画 

(1) 灌漑政策 

2000年に策定された包括的な開発フレームワークである農業近代化計画（PMA）では、水

資源の有効利用に関する方針が示されている。水・土地・環境省（MWLE）が実施中の水資

源の現況調査、生産改善のための水利用調査の結果に基づき、農業・畜産・水産省（MAAIF）

が、2000年9月にドラフトを策定した“Concept Paper on Irrigation Policy”を見直して灌漑政

策を策定する予定である。 

策定中の灌漑政策に掲げられた目的は以下のとおりである。 

① 旱魃被害の緩和 

② 受益者への移管 

③ 小農支援 

④ 適正技術の普及 

⑤ 湿地の持続的開発 

⑥ キャパシティービルディング 

⑦ 研究・普及 

⑧ ジェンダー配慮 

⑨ 農家の商業化（commercialization）支援 

なお、PMAにおける灌漑事業への方針は、「Plan for Modernisation of Agriculture：Eradicating 

Poverty in Uganda “Government Strategy and Operation Framework”」の「Section7.7 Sustainable 

Natural Resource」に記されている。灌漑施設はコストが高いので､ローテク・低コストのウ

ォーターハーベストや雨水管理、旱魃に対する早期警戒システムで対応すべき旨、述べてい

る｡ 

    

(2) 水資源開発 

ウ国は、国土の約13％（3万km２）が湿地という内陸国であり、水資源の開発はすなわち、

河川、湖沼等の湿地の開発を意味する。 

ウ国では、早くから湿地政策に力を入れてきており、1989年には全国湿地プログラム

（NWP）が策定された。NWPにより湿地保全への意識が高まるなか、1995年に水法（The Water 

Statute）、環境法（The National Environmental Statute）、国家湿地計画（The National Wetland 

Policy）が、1997年に地方政府法（The Local Government Act）、1998年に土地法（The Land Act）

が制定され、法制度の面における国内の湿地管理体制が整備された。1998年には、MWLE内
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に湿地問題を扱う湿地調査課（WID）が設置された。 

WIDは、1989年以降のNWPの10年の成果として、湿地保全につき、法律面の整備、国民の

意識の向上、湿地政策の策定、WIDの設置、湿地目録の整備、ラムサール条約への国内の湿

地登録等をあげて一定の評価をしているものの、NWPを更に強化するために新たな戦略の策

定に取りかかった。同時期、ウ国では援助体制の見直しが行われ、プロジェクトベースから

セクター・ワイド・アプローチが取られるようになった。この流れを受けて、WIDは「湿地

部門戦略計画2001-2010（Wetland Sector Strategic Plan 2001-2010: WSSP）」を策定した。現

在では、湿地の保全管理及び開発に関係する活動はWSSPの下で一貫して行われている。 

WSSPの最終目標はウ国の湿地が人々の繁栄と健康に寄与することであり、湿地の更なる賢

明な管理と利用を掲げている。戦略目標として以下の８項目をあげている。 

 

１．湿地の生態的なプロセスと社会経済的価値への知識と理解の向上 

２．湿地及び湿地による恩恵や湿地の生産物について、利権者や一般市民の意識の向上 

３．更なる湿地管理の制度上の枠組みの構築と維持 

４．適切かつ効果的な湿地政策と法令の履行 

５．湿地システムの計画と管理の向上 

６．重要な湿地及びその湿地の特徴と機能の保全 

７．中央・地方の執行機関を通じた、地域社会に根ざした湿地資源利用の規制及び管理の設

置と強化 

８．ウ国の湿地管理及び保全のために、地域的及び国際的な融資の促進 

 

各戦略目的の下には、戦略達成のために重要な活動が述べられており、これまでの活動の

実績として、湿地や湿地周辺の利用者や一般市民向けのガイドラインを作成、配付している。 

WIDは、WSSPの達成のために10年間で総額2,800万ドルを見積もっており、全体予算のう

ちの44％を運営管理費、12％を地域社会管理計画、11％を地方支援、９％を湿地目録・モニ

タリング、９％を湿地の保全／保全のための普及啓発に、それぞれ配分している。 

WSSPは、他の戦略、政策との連携にも触れている。貧困削減行動計画（PEAP）との関係で

は、PEAPの４つの柱のうち、特に収入増加のための国民の能力向上と、貧困層の生活の質の

向上について連携を図るように述べている。PMAとの関係においては、ウ国の経済が農業に

強く依存していることから、農業活動への湿地の利用を否定しないものの、賢明な利用（wise 

use）であることを強調し、政策の策定・実施面でのMAAIFとの連携を図っていくように述べ

ている。 
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３－２　組織／行政

(1) 農業・畜産・水産省（MAAIF）

本調査の実施機関となるMAAIFは320人の職員を抱える。これはエンテべの本省に配置さ

れた職員数で、構造調整政策に沿った業務の民間委譲や地方分権化の動きに合わせて削減さ

れたとのことである。県以下の地方には、同省の出先機関はない。

同省のなかで本調査に最も関与するのが農地開発局（Farming Development Department）

である。同局は37名の職員を擁し、農地開発に関連する業務を広く行っているとのこと。職

員の担当業務も灌漑・農業機械・農業経済等、多岐にわたるとのことだが、他局との関係に

ついては明確でない。

(2) 地方行政における農業関係者

地方分権化の流れに沿って、1995年ごろより、農業行政担当者の県レベルへの移管が行

われてきた。

各県（District）では、District Agricultural Officer（DAO）やDistrict Extension Coordinator （

DEC）と呼ばれる者が農業行政の責任者である。DAOは、県政府内のポストで、県行政の

長であるChief Administrative Officer（CAO）の監督下にある。

DAO（DEC）の下には、農業局（Department of Agriculture）、獣医局（Department of Veterinary

）、水産局（Department of Fisheries）、病虫害防除局（Department of Entomology）、協同組

合局（Department of Cooperatives）、流通局（Department of Marketing）、雇用局（Department of

出典：“Vision, Mission, Mandate and Functions of the Ministry of Agriculture, Animal Industry
and Fisheries”を基に作成

図３－１　MAAIFの組織図
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Labour）等の部署があるようである。 

専門技術員（Subject Matter Specialist：SMS）も何名か配置されている。イガンガ県では、

Soil and water conservation, Crop production, Plant protection, Post-harvesting and riceの４分野

で４名のSMSが配置されていた。 

CountyレベルにはDAO管轄下の職員は配置されていないが、Sub-countyにはそれぞれ、１名

ないし２名のスタッフが配置されている。 

なお、MAAIFは、各県への技術的支援の任務を有している。 

    

(3) 国家農業指導サービス（NAADS） 

2001年から始まった普及体制の改革は、NAADS事業への支援をIFAD、DANIDA、EU、世界

銀行等が支援する形で進められている。これら事業は、徐々に対象県を拡大2)しながら７年

間で40district（538sub-county）にて実施される予定である。 

NAADS事業の目的は「需要にあった農民志向（主導）型の農業サービスの提供システムの

構築」である。その基本方針は以下のとおり。 

① 農業指導プロセスにおける農民の能力を強化する。 

② 貧困農民へのサービス提供に焦点をあてる。 

③ ジェンダーの問題に配慮する。 

④ 試験研究や普及指導サービス、それらサービスの管理を農民寄りのものにするための分権

化を進める。 

⑤ 生産性の強化等、商業化（commercialization）を進める。 

⑥ 計画・契約管理・評価等に参加型プロセスを導入する。 

⑦ 天然資源の生産性にも配慮する。 

⑧ 試験研究・普及指導員・農民間の連携を図り、サービスの外注（民間委託）化を進めるこ

とで、組織の効率性をあげる。 

 

NAADS事業は以下の５コンポーネントからなり、総事業費は１億800万ドル（７年間）で

ある。 

① 農民への情報提供・指導サービスの提供（事業費：6,980万ドル） 

② マーケットとの連携強化と技術開発（事業費：630万ドル） 

③ サービス提供者に対する規則作りと技術的評価（品質管理）（事業費：130万ドル） 

                            
2) 2001～2002年の実施県：Mbarara, Bushenyi, Kabarole, Luweero, Wakiso, Iganga, Busia,Kapchorwa, Lira, Kitgum, 
2003年の実施県：上記10県に加え、Kabala, Kibaale, Mukono, Tororo, Soroti, Arua 
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④ 民間セクターの組織能力の開発（事業費：340万ドル） 

⑤ プログラム管理とモニタリング（事業費：1,650万ドル） 

 

これら事業の実施においては民間委託が志向される。事業対象県（イガンガ県等）におい

ては、既存の普及員（DEC）とNAADSの普及員（Coordinator）とがCAOの監督下で並存する

事態となっている。 

 

今回の訪問では、NAADS事務局から「農民ニーズに基づいたサービスの提供がNAADS事業

の基本であることから、農民ニーズのある地域で調査を進めるように配慮願いたい」との意

見が呈された。本格調査においても、開発企画（Ｄ／Ｐ）の策定では対象作物を広くとらえ、

農民のニーズに合った調査を進める必要がある。 

 

３－３ ドナーの動向 

(1) 灌漑開発 

 1) FAO 

1998年に始まったFAOによるウ国でのSPFS事業の関係者との意見交換を行った。 

同事業の目的は、農業生産と生産性を上げるため、経済的に妥当で持続的なやり方で国

内の食料安全保障を改善することにある。PEAPの４つの柱〔迅速で持続的な経済成長、よ

い統治と治安（security）、収入向上のための貧困民の能力強化、貧困民の生活の質の向上〕

のなかの「経済成長」のための取り組みである。 

本プログラムでは、小規模農民による農業生産増加の阻害要因の分析や作物の多様化と

ともに、水開発・灌漑開発を通じてこれら目的を達成することとしている。 

これまでのフェーズⅠでイネは、６県3）において、８か所の小規模灌漑事業〔対象作物：

コーヒー、メイズ、野菜、（水陸）イネ、サトウキビ等〕を行った。事業費は40万ドルで、

2003年７月に終了の予定である。 

今後、対象地域を33県4）とした「拡大フェーズ」を、AfDBからの資金（410万ドル）等

を基に実施する予定である。コーヒーや野菜等、生産向上や作物の多様化のための農民研

修や灌漑関連の資機材の供与（足踏みポンプ等）、マーケットや資金への農民のアクセス

強化のための事業を行うとのことである。 

                            
3） Masaka, Jinja, Bugiri, Kumi, Pallisa, Luweero 
4） 上記６県に加え、Sembabule, Mpigi, Wakiso, Kiboga, Nakasongola, Mukono, Mayuge, Busia, Iganga, Torono, Kayunge

kamuli, Mbale, Sironko, Soroti, Katakwi, Kaberamaido, Lira, Gulu, Adjuman, Arua, Mebbi, Yumbe, Moyo 
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今回の協議でFAOは、本調査の対象作物として主にコメを想定していることにつき「現

在のウ国内の需給差、国内の収入向上に伴って（他穀物から）コメへの需要が増大すると

予想されること、輸出作物としても有望であることなどから、日本が今回、コメを主たる

対象とした協力を実施することは適切である」との見解を示した。灌漑分野での協力につ

いても「過去の大規模灌漑プロジェクトでの経験から（FAOとしては従来）協力に否定的

であったが、現在は小規模灌漑を対象とした協力を考えている。（フェーズⅠの結果を踏

まえて）灌漑分野に予算を配分しようとの動きがウ国政府にあるなど、ウ国の関心も高い」

と述べ、中小規模の灌漑スキームを中心とした本調査を基本的に支持する意向である。 

なお、本調査の協力対象13県は、すべてFAOの協力対象県と重複するところ、本格調査

やパイロットプロジェクトの実施にあたって調整が必要である。今回、本調査の協力対象

県にて（FAOと）連携して協力を進めることにつき、FAOとしても前向きに取り組もうと

の姿勢がうかがえた。 

また、フェーズⅠの途中からNAADS事業と連携して事業を行ってきたことから、本調査

においても、パイロットプロジェクトの計画策定の際には農民の参画のさせ方や資金の投

入の仕方等につき、これら関係者と調整してほしいとの要望があった。 

 2) Sasakawa Global-2000 

ウ国農村地域における農業分野での協力を1996年から実施しているNGOである。 

MAAIFと連携し、小規模農民に対して農業を基盤とする生計の改善を図ることを目的と

している。 

協力の戦略は以下のとおりである。 

 a) 農民の情報へのアクセスを高めるとともに、栽培技術やポストハーベストシステムの

改善のための研修を行う。 

 b) 集約的な生産のために必要な資機材に対する農民のアクセスを高める。 

 c) 農村コミュニティー・地方政府・中央政府レベルで上記２つのサービスを運営するた

めの仕組みを構築する。 

 

主な事業の概要は以下のとおりである。 

① 新技術や品種の展示と農民研修 

国家農業研究機構（NARO）の成果を基にしつつ、NARO、マケレレ大学、Sasakawa 

Global-2000からの支援を受けながら、農民が適切と考える作物（技術）を導入する。実証

的な技術の導入に同意した農家は、地方政府の普及員からの技術指導サービスを受ける。 

これら事業に必要な優良種子や肥料の配付については民間セクター（流通業者）の

ネットワークを活用する。 
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1996年から2001年までの事業実績は以下のとおりである。 

 
メイズ ソルガム 

年 次 
展示圃数 研修を受けた農民数 

対 象 
Sub-county数 展示圃数 

研修を受け
た農民数 

対 象 
Sub-county数 

1996 125 140 14 - - - 
1997 542 1,063 31 - - - 
1998 1,149 8,700 106 - - - 
1999 1,302 11,107 168 42 420 5 

2000 3,661 25,948 234 650 6,500 10 
2001 1,225 14,386 183 224 1,845 5 
合計 8,004 61,344 234 916 8,765 10 

 

なお、NAADS事業が開始された2002年以降は、普及サービスの提供に先立つ農民組

織の能力（自らが必要とするサービスを申請できる能力）の強化のための活動

（NAADS-SG2000プログラム）や、普及サービス提供者（service provider）の研修、地

方政府・中央政府職員へのワークショップも開催している。 

② 農民から農民への種子供給 

野菜の改良品種の種子のうち、民間企業がその生産に関心をもたないものや不完全

な品質のものを農民が入手できるよう、キャッサバ、ピジョン豆等の種子生産を農家

に委託し、生産した種子を他農家に配付してもらう事業である。 

また、東部ウガンダ４県で西アフリカ稲開発協会（The West Africa Rice Development 

Association：WARDA）から入手した品種の増殖圃を設置し、陸稲の種子生産を2001年

から行っている。メイズと比べて高い価格で販売でき、国内の需要も大きいことから、

農民のUpland Riceへの関心は高い。一般に作付されているUK2（作付期間：105～

118日）と比べ、これら導入品種WAB450-11-1-P40-1-HB（作付期間：85日）の作付期

間の短さに特に関心を示しているとのことである。 

③ 小規模農家における作業の効率化（畜力の導入） 

④ ポストハーベストの改善 

穀物や根茎作物の加工や貯蔵の改善を通じ、庭先価格（farm gate price）の改善をめ

ざす。農民（demo farmers）による貯蔵施設の建設を支援したり、農民グループ（既存

のLand Unit等）を活用した農産加工品（ケチャップ）のパッケージングの指導やその

ための融資を行う。 

⑤ 流通業者間のネットワークの構築 

農村内の既存の小規模販売業者で肥料や種子も取り扱ってもらうようにするため、

業者によるこれら投入財の仕入れに際し、仕入れ代金の一部を保証する。 
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(2) 湿地保全 

湿地保全分野で最も特筆すべきドナーの活動は、オランダ政府が1994年から2002年にわた

って、WIDを約10年間支援してきたことである。近年では、ウ国へのドナーの支援がプロジ

ェクトベースから、セクター・ワイド・アプローチに移行したのに従い、オランダ政府はWID

が湿地セクター戦略計画2001－2010（WSSP）を構築・履行するのを支援してきた。その活動

のなかで、WIDは湿地の利用に係る様々なガイドラインを作成・配付し、ワークショップの

開催等を実施した。このほか、湿地目録作り、必要なコンピューター等の資機材の購入、ス

タッフ人件費等がカバーされ、総額で約10億円程度の援助が行われた。 

オランダからの援助が終了したのを受けて、様々なドナーが援助計画を準備中である。な

かでも、ベルギー技術協力（Belgium Technical Cooperation）からの援助が有力視されており、

10年以上の長期にわたり、オランダの３倍以上にのぼる援助が計画されている。 

ベルギー連邦開発コーポレーション（Belgium Federation Development Cooperation）は、

2003年１月、４年以上の期間にわたって総額で400万ユーロを湿地の持続可能な利用に対し

て支援すると発表した。 

なお、いずれも詳しい内容、実施計画については不明である。 

国際湿地保全連合（Wetlands International）は、国内湿地情報システム（National Wetlands 

Information System）の構築を支援している。同システムは、既存の湿地情報のデータベース

及びGIS化したものであり、MS AccessとArcViewを利用する予定である。これまで、国際湿

地保全連合は１年で約10万ユーロ相当を支援してきている。 

エコトラストは、ウ国南西部の湿地管理のための活動に支援を行っている。支援対象地域

はカヌング、ブシェニ、キソロで、四輪駆動車やコンピューター、プリンター等の購入に充

てられている。支援金額は１年で約15万ドルである。 

湿地保全以外の環境分野への主なドナーの支援例は下記のとおりである。 

 

１．世界銀行による環境管理能力開発プロジェクト: 主に、NEMAが対象。 

(Environment Management Capacity Building Project：EMCBP) 

２．世界銀行による保護区管理と持続可能な利用プロジェクト 

(Protected Area Management and Sustainable Use：PAMSU) 

３．DfID、NORAD、GTZ、UNDP、FAOによる森林セクターへの支援 

４．GTZ、KfW、DEDによるウガンダ野生生物局（Uganda Wildlife Authority：UWA）への支援 

５．EUによる、UWA、ウガンダ旅行局（Uganda Tourist Board）への支援 

６．GEFによる、生物多様性の保全における東アフリカの研究機関強化プロジェクト 

７．CARE、IGCP、AWF、IUCN、WWF等のNGOによる支援 
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３－４ 営 農 

(1) 作物栽培の動向 

 1) ドホ地区 

稲作についてみると、現地での聞き取りによれば、作付期間（播種～収穫）は４～８月

及び10～２月の二期作体系となっている。現地で栽培されている品種はK98、K85、K5であ

るが、収量が多いといった品種特性からK98、K85が奨励されている。 

 

〈参考〉 ドホ地区で栽培されている品種と品種特性 

品種名 栽培期間 収量（milled base） 特性（病害虫等） 

K98 120日間 2,000kg/ha Blast（胴枯病）に対し耐性あり 

K85 120日間 2,000kg/ha 同 上 

K5 120日間 1,750kg/ha Blast（胴枯病）に対し弱い 

注：ドホ地区での聞き取りによる 

 

 2) その他地区 

イネの栽培品種は、SUPA（SUPER?）及びKAISOである（これら品種特性に関する情報

は得られなかった）。肥料及び農薬の使用は不明であるが、圃場の様子から、ほとんど使

用していないものと思われる。農作業は耕起作業で家畜を使役する光景が見られたが、ト

ラクター等の使用はほとんど見られなかった。 

現地の生産者やMAAIF職員からの聞き取りによれば、稲作のほかには、トマトなどの野

菜、キャッサバ、タロイモ、ソルガム、大豆等が栽培されている。特に降雨や湧水に依存

している地域では、同一圃場内での陸稲とメイズの混植が散見された。これは、栽培期間

中の降雨量の多少により、イネ又はメイズのどちらかが一定の収穫を期待できるからとの

ことであった。栽培に関する農家への指導マニュアルはなく、現在、NAADSにて作成中と

のことである。 

現地視察を行った地域では、一部の圃場で稲の収穫時期に入っていた。ある圃場では栽

培品種の異なるイネが混植されており、各穂の登熟段階が異なっていた。これは作付けさ

れている長粒種が脱粒しやすく、前作の別の品種の種子が圃場に残っていたためと考えら

れる。このまま一斉に収穫すれば、未熟粒のような品質の劣るコメが混入し、商品として

市場評価を押し下げる要因になるものと思われた。 

現地でのコメの収量は、籾ベースで約４t／ha程度とのことである。 

ウ国ではコメの輸出実績があるが、キビンバ地区で収穫されたコメについてはケニアに

輸出されているとのことである。 



－23－

稲作の栽培上の問題点としては、害虫・鳥害による収穫の減少、ヒル（leeches）による

人的作業効率の低下があげられている。収穫物を運搬する輸送コストも課題である。 

 

(2) 植生と食生活 

首都カンパラはビクトリア湖近辺に位置し、湿度が高いため、バナナが庭先や家の周辺の

畑に植えられている。これに対し、本調査の対象である東部地区のソロティ県やトロロ県で

は、キャッサバ、メイズ等乾燥に強い作物が植えられている。首都カンパラではバナナが、

ソロティ県やトロロ県ではキャッサバが主に食されているとのことである。 

ウ国では、1970年代に中華人民共和国がドホ地区で稲作灌漑の援助を実施して以来、本格

的な普及が始まり、一部ではコメが日常的に食されるようになりつつある。 

なお、首都カンパラではコメの方がバナナより価格が安く、調理しやすいことから、コメ

を好む人もいるとのこと。このことからコメの消費拡大に向けたキャンペーン（調理方法の

紹介）を展開すること、安定的に安く買えるよう流通及び販路を確立するようにすることな

どを図ることにより、農家の現金収入の手段としてコメの作付けが本格化するように思われる。

 

(3) 流通販路 

生産者は収穫後、近くの精米所で手数料を支払って搗精を行っている。その後、自家用と

販売用に仕分けている。なお、農家の仲買人向け販売価格について農家から聞き取った価格

は600～900Ush/kgであった。一方、カンパラのスーパーでの販売価格は1,200Ush/kgである

（農家及びスーパーの販売価格は同一の産地銘柄を調べたものではなく、単純な中間マージ

ンの算出はできない）。 

スーパーで販売されている主な銘柄は以下のとおりである。ベトナム産やパキスタン産米

がウガンダ産米並みの価格となっているのは、下位等級のコメを輸入しているためではない

かと推察される。 

 

〈参 考〉カンパラ市内スーパーの精米販売価格 

銘 柄 販売価格 (参考)１kg当たり 

パキスタン産米 

バスマティ米（インド産） 

アメリカ産米 

ベトナム産米 

ケニア産米 

ウガンダ産米 

2,400Ush/２kg 

2,800Ush/kg 

9,000Ush/２kg 

1,200Ush/kg 

5,500Ush/２kg 

1,200Ush/kg 

1,200Ush 

2,800Ush 

4,500Ush 

1,200Ush 

2,750Ush 

1,200Ush 
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現地で聞き取ったコメの流通ルートは以下のとおり。

生産者→仲買人→（卸売業者）→小売業者→消費者

３－５　灌漑排水施設の現状

(1) ウ国全般

ウ国の灌漑可能面積は、FAOによると20万2,000haとされているが、計画的に整備され

て現在灌漑が行われているのは5,000haにも満たない｡ドホ地区（トロロ県、1,000ha、稲作

）､キビンバ地区（ブギリ県、700ha、稲作）､ムブク地区(カセセ県、500ha、野菜ほか)、

オルウェニー地区（リラ県、800ha、稲作）がその主なもので、ウ国とドナー国の共同で

整備された灌漑施設である。これら以外は100ha以下の小規模な施設である。3万3,000ha

で小規模農民による水稲栽培等が行われているが、灌漑排水施設のない湿地周辺の氾濫原

を利用したり、泉や河川を水源とし、農民自身が導水した小規模灌漑水路を利用したもの

である。

(2) 調査対象地域

調査対象地域である東部地域13県は、湿地帯が多く、過去の援助により稲作が広がっ

ている。ごく一部の地域では民間企業により灌漑排水施設を利用して大規模商業水稲生

産が行われ、近隣国に輸出されているが、ほとんどは小規模農民による湿地周辺の氾濫原

を利用した天水依存型の稲作や、泉からの湧水を小断面の土水路で引水した粗放的な水稲

の作付けである｡

 1) 大規模商業水稲生産施設

今回調査では、ドホ地区、キビンバ地区の２スキームを訪問することができた。

図３－２　ドホ地区、キビンバ地区の位置図

 a) ドホ灌漑スキーム

ウ国最大の灌漑施設で、カンパラの約200km東に位置する。

従来、綿花の栽培とともに、英国政府の指導によって稲作（1940年代以降）が営

まれてきた土地である。
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1971年のクーデター直後から、それまで行われてきたコメの輸入が困難になり、当時の

アミン大統領は「コメの大衆化計画（Rice Popularization Programme）」を進めた。1973～1975

年に建設されたキビンバ灌漑スキームの影響もあって本地区の住民も灌漑農業に関心を

もつようになり、1976年に建設が開始された。中華人民共和国政府の援助による工事は

、フェーズⅠ（1976～1979年）、フェーズⅡ（1984～1989年）の二期に分けて行われた。

計画面積は当初、約2,500エーカー（約1,000ha）であったが、現在では1,000エーカー

にまで減少している。農家戸数は約2,360である。入植時期によって農民１人当たりの土

地所有面積は異なるが、0.5～1.0エーカーとのことである。

本スキームは、MAAIF傘下のドホ灌漑スキーム事務所が管理している。同事務所の職

員は９名（技師、普及員、倉庫管理員等含む）で、補助スタッフがほかに20名いる。

同事務所スタッフによれば、本スキームの問題点は、堆砂（siltation）と施設上流部に

おける土壌浸食で、エルニーニョ現象による異常降雨もあり、1997年ころより洪水が頻

発しているとのことである。

主な施設は、頭首工・幹線用排水路・支線水路で、最大取水量は５m3/sである。これら

水路は土水路で老朽化が進む。幹線水路の側面も浸食されており､水路堤防部を走る管理

用道路も崩れていた｡これら施設は適切な管理がなされていないものと見受けられ、その

機能は低下していた。

水路内には、1998年の洪水時に流入したという土砂が堆積しているほか、旱魃時に通

常の取水口から水路への取水が困難となった際に、（農民が）河川から直接取水するため

に河川と水路を仕切る堤防を崩した箇所も、修繕されずにそのままであった。支線水路

のなかには、土砂が堆積し、灌漑施設として機能していない区間もあった。

同行したMAAIFのスタッフは「これら施設のリハビリを行うことで、その運営管理を

農民（組織）に移管するための基盤を整えたい」との意向を有していた。

本スキーム受益地区におけるコメの単収は低下している。これにつき、本スキーム事

務所の関係者は「灌漑整備の一環として洪水防止用の堤防を整備したが、これにより（

洪水等により従来農地に還元されていた）肥沃な土壌が（農地に）還元されなくなった

」ことをあげていた。

栽培方法としては、かつての中華人民共和国政府の指導に基づく、苗床からの移植に

よる稲作が主で、人力による耕作のほか、農業機械や牛も活用する。二期作（４～８月

、10～２月）や三期作も可能とのことである。

1994年には農民組織が設立され、5,000Ush／エーカー・年の水利費が課されているが、

本スキーム事務所スタッフによれば、施設の維持管理のためにはこの額ではとても足り
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ないとのことである。

なお、本地区の取水口上流部には民間による違法な取水施設が設置され、取水量

に不足を生じている。現在、800エーカーがこうして灌漑されている。これが一因と

なって本地区は取水量に不足を生じているとのことであった。

同民間施設を利用して灌漑を行っている地主によれば、水利費は６万Ush／エーカ

ー・作期とのことである。本スキーム施設の整備が行われるのであれば（本灌漑ス

キーム事務所やその受益農民とも）協力する用意があると述べていた。

これら施設のリハビリを行う場合には、地区内の限られた水を計画的かつ有効に

使いつつ、収穫量を上げるため、同民間施設も取り入れた配水計画を検討すること

もあり得る。リハビリにあたっては、資材や小型重機の提供により、受益農家も取

り込んだ直営施工形式で行うことが、その後の良好な施設管理にもつながるものと

思われる。また、同民間施設では、本地区内に比べて高額の水利費を払いつつも農

業が成り立っていることから、リハビリ後は水利費を見直すことも（施設の適切な

管理という点で）必要かと思われる。

図３－３　ドホ灌漑スキームの位置と平面図

管理用道路↑ 水位1.0m

1:1.5

    
            1:1.5

B=1～3.6m
図３－４　水路の断面図
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 b) キビンバ灌漑スキーム 

中華人民共和国政府の援助によって1975年に完成した灌漑施設で、ダム（300万m3）

や洪水吐等からなる。 

完成後、中華人民共和国政府の指導のあった1990年までは比較的順調に運営されてき

たが、1992年ころより、適切な維持管理や生産が難しくなった。政府による運営で、必

要経費の支出（投入財の購入や労働者への労賃の支給）が滞りがちにもなった。 

現在は、英国資本であるTilda Companyが、本スキームを経営している。灌漑面積は約

850～950haで水路は土水路である。 

籾ベースの単収は9.5～12t/haで、品種はK２が主とのこと。直播き栽培である。 

生産物は主にケニアに輸出され、販路については問題ないとのことであった。 

 2) 小規模灌漑による稲作の現状 

今回調査で訪問した地区の概要を記す。湿地周辺の氾濫原を利用して天水依存型〔以下、 

a) j) k)〕で稲作が行われるとともに、小断面の土水路を掘削して農民自身が泉（湧水）

から導水〔以下、d  e) f) h) i)〕し、小規模灌漑により稲作が行われていた。 

 a) イガンガ県ナマレンバ地区（写真①～③） 

天水を利用した稲作が行われている。訪問時（４月）には苗床での育苗がなされてお

り、まもなく移植するとのことであった。二期作を行っている。 

 b) イガンガ県トゥゴゲロ地区 

農民からの聞き取りでは、稲作上の問題点として、農薬を施さないことによるヒルの

発生や収穫（販売）時期の集中によって売価が低いことをあげていた。個人の土地での

栽培であることから、（当局からの）土地使用の許可（申請）は不要であるとの認識で

ある。水稲の作付けについては、今後も意欲ある地区と思われる。 

 c) イガンガ県ヴコンデ地区 

ドホ灌漑スキームに近く、同スキームで働いていた者が稲作を始めたという。訪問時

（4月下旬）は水田内に水はなかったが、降雨の状況しだいで間もなく作付けを始める

とのことであった。 

 d) ブギリ県キビンバ地区（キビンバ灌漑スキームの近傍） 

近郊の川が水源（permanent flow）である。「三期作も可能だが、水管理組織が整って

おらず、灌漑水を通年利用できない」との農民からの話であった。 

 e) ブシア県ブジテマ地区（写真④～⑥） 

近郊の川（Malaba川の支流）から農民自身が水を導き、1970年代から稲作（二期作）

を行っている。 

 f) パリサ県ナマタラ地区 

) 
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農民自身により開墾された。異なる種類のイネを混ぜて植えるなど、多くの制約のな

かで不安定要因を最小限にするための工夫が見られた。 

 g) クミ県アブブリ地区（写真⑳） 

クミ市街の４kmほど南方にある。５tの容量をもつ水タンクに、人力又は機械で泉か

ら水を汲み上げ、そこから管を通して重力により自然灌漑する。これら機器はFAOの支

援により供与され、据え付けのための作業は農民が行った。野菜、メイズ、ポテト、キ

ャッサバ等を栽培している。 

 h) カベラマイド県アダレラ地区 

Omnyal Swampという水源地（泉）（写真⑯）を利用した灌漑が、同地区で営まれてい

る。訪問先の農民の話では、ここから水を引いて３年前から陸稲を栽培しているとのこ

とであった。 

同泉の周辺には共有地で活用されていない土地（政府用地）があり、開発のポテンシ

ャルがあるとしてMAAIFスタッフとともに訪問したが、至近の集落からも距離があり、

その開発の適否については同地の社会的側面も勘案する必要があるように思われた。 

 i) ソロティ県アワルワル地区 

近郊の泉を水源とした水田で、1986年に均平化工事に関して農業省からの支援を受け

た。共有地と個人所有地が交じる。 

水田に囲まれたなかに未耕作地が残る（写真⑲）。行政当局（DEO等）からの指導に

よるものではないが、これら当局からの指摘をおそれ、地主の判断でそのまま湿地を残

したが、（未耕作地として残すことで）ネズミ等（rodent）が増えて困っているとの農民

の話であった。 

一方、同地区内には天水のみを活用した水田もある。近郊に泉があるが飲用で、農業

用には使ってない。 

 j) クミ県カニュム地区 

水源は不明であるが、稲作が始まって５年になるとのこと。水源の事情で一期作しか

できないとの農民（及び村のcounselor）の話であった。 

 k) パリサ県キバレ（オイレチョ）地区 

傾斜地を利用した陸稲の栽培が、メイズとの混作の形で行われている（写真⑧）。 

全体を通じ、田面均平度はあまり確保されていないものが多い。畦が形成されていな

い水田もある。灌漑面積も小規模である。これらの土地は、農民が地主から借りていた

り、（コミュニティーが所有する）共有地・公有地である。モデル地区として小規模灌

漑を導入するには、安定水源、市場へのアクセス道、農家の意欲が必要である。 
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３－６ 湿地保全 

(1) 湿地の概要 

ウ国では、国土の約13％（約3万km2）を湿地が占めている。主な湿地としては、世界最大

の淡水湖であるビクトリア湖、キョガ湖、ラムサール条約の登録湿地になっているジョージ

湖、ナイル川等があるが、69％は既に人の手が加えられている。主な湿地の種類としては、

①ルウェンゾニやエルゴン山の高地性（標高3,000m以上）の沼地や湿原、②1,900～3,000m

のパピルス群落やスゲ群落の湿地、泥炭湿地、③スゲ群落、沼地、泥炭林、恒久的な湿地、

④季節的な湿地等に分けられる。湿地の機能としては、表３－１のようなものが認められて

いる。 

 

表３－１ 湿地の機能と種類 

機 能 湿地の種類 

地下水の取水及び排水 

堆積物の保持 

栄養素の保持 

生物量（バイオマス）の輸出 

小範囲の気候の安定 

水の輸送 

娯楽・ツーリズム 

キルルマ渓谷、ルウェンゾニ高地性湿地 

ジョージ湖、ブシェニ・マサカ湿地 

ナキヴボ・ルジラ湿地 

ビクトリア湖、ジョージ湖、キョガ湖 

カバレ地方の谷の湿地 

キョガ湖 

ジョージ湖の湿地 

 

(2) 湿地の現状 

かつて湿地は不要な土地（wasteland）とみなされがちであったため、埋立てによる宅地化

や農地転用により、世界的にその面積が減少してきている。近年のデータによると、ウ国で

は約2,400km2の湿地が埋め立てられた。特に同国東部地域では湿地の排水が著しく、約20％

の湿地が消失した。これは、西部地方が3.6％、中部地方が2.8％、北部地方が2.4％である

ことを考えると、かなり目立つ数字である。 

ウ国は国内法で湿地の開発を規制しているが、狩猟、漁業、稲作を含む農地への転用、牧

草地、ブロック製造等において湿地を利用している。農地転用された湿地では、イネのほか

に、サトウキビ、サツマイモ、サトイモ、ユーカリなどが栽培されている。また、カンパラ

やイガンガの都市近郊では、近年の建設ラッシュに対応すべく、土砂の採取やレンガの製造

が行われている。また、しばしば生ゴミなどの不法投棄の場になっている。ムコノ県などで

は、木材製品のために、湿地周辺の木材が伐採されている。さらに、リラ県などでは、狩猟

目的のために湿地に火が放たれることがあるという。 
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ジンジャ県では、湿地周辺部に大規模なサトウキビ畑があり、河川におけるシルトの堆積、

水質汚染などの問題が発生している。また、イガンガ及びパリサ県では、季節的な湿地の減

少が著しく、イガンガ県では、季節的な湿地のうち64％が、パリサ県では68％が稲作地への

転用のために消滅した。しかしながら、これらの転用地のなかには、２年以内に耕作を放棄

された農地も見られる。この原因としては、ウガンダの湿地の大半を占めるパピルス群落の

湿地が酸性土壌のために農作に不向きであると考えられること、また、大半の湿地では土壌

自体が貧弱と考えられており、同国の湿地のうち、97％までが農作上栄養分が不十分又は耕

作そのものに不向きな土地であること、などの理由が考えられる。同県では、湿地の大規模

な農地転用により、河川や泉が季節的に枯渇するといった現象が発生している。 

 

(3) 湿地政策 

 1) 行政組織 

ウ国において、湿地の管理及び保全政策を直接的に行っているのは、MWLEのなかにあ

るWID内のNWPである。一方、湿地利用の認可を取り仕切るのは、環境管理庁（NEMA）

である。NEMAはMWLEの下に位置しているものの、本質的には独立行政法人であり、土

地開発の際に環境法の下で義務づけられている環境影響評価（EIA）の審査を執り行う。

これらの２つの機関以外にも、水資源開発の主管局であるMWLEの水開発局（DWD）内で

水質管理を行っている水資源管理部（Department of Water Resource Management：DWRM）、

土地管理問題を担当し、土地法の主管部署である土地・環境局（Directorate of Land and 

Environment）下の土地調査部（Department of Lands and Surveys）等が間接的にかかわって

いる。 
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図３－５ ウガンダの湿地管理行政相関図 

 

 2) 湿地に関する法制度 

ウ国では、湿地保全の第一歩として、1986年に大規模な湿地の排水が禁止され、1989年

にはNWPが策定された。その後、1995年に現在のウ国憲法(The Constitute of Uganda, 1995)

が作られ、水法（The Water Statute, 1995）、環境法（National Environmental Statute）、国

家湿地計画（The National Wetland Policy）が、1997年に地方政府法（The Local Government 

Act）、1998年に土地法（The Land Act）が相次いで制定され、国内の湿地管理政策が整備

された。また、各法律に対応する規則が制定され、法律を分かりやすく説明したガイドラ

インも発行されてきている。 

ウ国憲法及び土地法（The Land Act, 1998）が示すように、ウ国では、土地、水などの

自然資源は全国民のものと規定され、政府が国民から委託を受けて管理を行っていること

になっている。湿地もこの例に漏れることなく、勝手に個人で所有したり、他者に貸し出

したりすることは認められていない。また、水法第５条によれば、同国における水資源の

使用・保全・管理は政府が行うことになっている。 
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環境法は湿地の開発・改修・改変を行う際に、最も直接的に関わってくる法律である。

同法は、恒久的な湿地（permanent wetland）及び、湿地のある一定範囲内の開発、改変を

原則として禁止し、季節的な湿地（seasonal wetland）についても、ある一定以上の面積、

つまり0.25haあるいは400m3以上の開発を行う場合はEIAの手順を踏むように規定してい

る。 

 

表３－２ 環境法における湿地の開発、利用の規制内容 

湿地の種類 規制内容 

恒久的な湿地 湿地の開発・改変を原則として禁止 

季節的な湿地 湿地の開発・改変の際、0.25ha又は400m３以

上の場合はEIAの実施が必要 

指定河川（別添１） 100m幅の緩衝帯を設ける 

無指定河川 30m幅の緩衝帯を設ける 

指定湖沼（別添１） 直径200mの範囲に緩衝帯を設ける 

無指定湖沼 直径100mの範囲に緩衝帯を設ける 

 

〈別添１．指定河川・湖沼のリスト〉 

指定河川のリスト 

１ River Nile(from Lake Victoria to Lake 

Albert) 

11 R. Semliki 

２ R. Aswa 12 R. Mubuku 

３ R. Katonga 13 R. Mayanja 

４ R. Nkusi 14 R.Sezibwa 

５ R. Kafu 15 R. Malaba 

６ R. Rwizi 16 R. Sipi 

７ R. Kagera 17 R. Namatala 

８ R. Mpanga 18 R. Sironko 

９ R. Manafwa 19 R. Muzizi 

10 R. Mpologoma 20 R. Nabuyonga 

 



－33－

 
指定湖沼のリスト 

１ L. Victoria 11 L. Wamala 

２ L. Kyoga 12 L. Mutanda 

３ L. Albert 13 L. Marebe 

４ L. Edward 14 L. Opeta 

５ L. George 15 L. Nabugabo 

６ L. Bisina 16 L. Nkugute 

７ L. Mburo 17 L. Katunga 

８ L. Bunyonyi 18 L. Nyabihoko 

９ L. Kijanibarora 19 L. Nakivale 

10 L. Kwania   

 

環境法では、計画者がEIAを実施するように規定している。手順としては、通常計画者

は、パピルスやヨシの栽培、罠やヤスを使った伝統的な漁業の実施、家庭用の取水等の例

外事例を除き、国内56 県（district）に配置される県環境担当官（District Environment Officer: 

DEO）に氏名及び住所、活動内容、活動期間、利用面積を記入し、環境影響報告書

（Environmental Impact Statement：EIS）の概要を添付した申請書（別添２．Form A）を提

出することから始まる。DEOは記入内容を確認し、提出された書類をNEMAに転送する。

NEMAは事業内容から主管政府機関（lead agency）を確認し、内容の検討を依頼する。湿

地の場合は通常WIDであるが、取水・排水の問題はDWRMが担当するものと思われる。

NEMAと主管政府機関は湿地に対する影響が軽微ではないと判断した場合、あらかじめ緩

和策（mitigation measure）が提示されているかどうかを確認する。緩和策が提示されてい

ない場合、NEMA及び主管政府機関は計画者に環境影響調査（Environmental Impact Study）

を実施するように指導する。計画者は、調査の結果を環境影響報告書としてまとめ、提出

する。NEMAは報告書の内容に基づき、必要であれば、緩和（mitigation）、回復（restoration）

などの手段を講じるよう、指導を行う。最終的に事業の実施において環境への配慮が十分

と判断された場合、NEMAは許可書（別添３．Form B）を発行する。事業の申請を却下す

る場合には、NEMAは計画者に対して具体的な理由を書面、口頭のいずれか（あるいは両

方）にて返答する。 

 a) 湿地利用に係る手数料 

環境法の湿地、河川敷、湖岸管理に関する規則〔The National Environment（Wetlands, 

River Banks and Lake shores Management）Regulations, 2000〕によると、計画者はForm A

申請に際して２万Ush、湿地の利用許可申請に５万Ush、河川敷及び湖岸で制限された活
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動を行うための許可申請に５万Ush、湿地、河川敷、湖岸の利用許可として10万Ushを支

払う。 

また、湿地の利用に際し、湿地利用者は、水法下の水資源規則（Water Resource 

Regulation, 1998）に基づき、地表水の利用申請を行う必要がある。 

 b) 湿地利用に係る罰則 

湿地利用に係る罰則は以下のとおりである。 

条 項 項 目 罰 金（Ush） 刑 罰 

97 

101 

102 

103 

環境影響評価実施の違反 

公害に関する不法行為 

回復・緩和策の履行違反 

一般的な違反 

180,000～18,000,000 

180,000～18,000,000 

120,000～12,000,000 

30,000～ 3,000,000 

18か月未満の懲役 

最低18か月の懲役 

18か月未満の懲役 

最低３か月の懲役 

注：1,920Ush＝１ドル（2003年４月現在） 

 

WIDは、環境法に基づいた湿地政策について、利用者別に以下のようなガイドラインを

用意している。 

 

Guidelines for Prioritising Wetlands in Need of Management Measures in Uganda 

A Vision Statement for Wetland Management in Uganda 

Guidelines for Smallholder Paddy Rice Cultivation in Seasonal Wetlands  

DRAW District Rapid Appraisal of Wetlands 

Wetlands and Law 

General Guidelines for Wetland Management 

Guidelines for Capture Fisheries in Wetland Management 

Guidelines for Fish Farming in Seasonal Wetlands 

Guidelines for Sand and Clay Mining in Wetlands and for the Rehabilitation of Sand and Clay 

Mining 

Guidelines for Defining Wetlands Boundaries 

A Glossary of Useful Wetland Terms and Definitions 

Guidelines for Wetland Environment Impact Assessment 

A Summary of the NEMA Wetland, River Banks and Lake Shores Regulations 

Wetland Action Planning and Budgeting at District and Sub-country Level 

Guidelines for Wetland Edge Cultivation 

Guidelines for Reporting Wetland Abuse 
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こうしたガイドラインには、開発の面積規制（湿地面積の25％以下の開発）､澪筋規制

（澪筋から30m幅の利用禁止）､集水域の利用禁止等の項目が設けられ、水利権について

は、400m3/日を超える取水及び１haを超す灌漑についてのみ、MWLEと協議して承認を

受けることとなっている。

これらガイドラインは県環境担当官によって、各県の関係者に配付されたことになっ

ている。

 3) 湿地政策と国際条約

環境保全に関する主な国際条約として、ウ国は、気候変動枠組み条約、砂漠化防止条

約、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）、生物

多様性条約に加盟している。このうち、湿地の利用に直接的にかかわる国際条約として

、ラムサール条約があり、ウ国は1988年に加盟している。現在の登録湿地は西部にある

ジョージ湖１か所のみだが、WIDによると、新しくナブガボ湖（Lake Nabugabo）とビシ

ナ湖－オペタ湖湖沼群（Lake Bisina and Lake Opeta system）の２か所が登録準備中であり

、ほかに２か所の登録が検討されている。このうち、ビシナ湖－オペタ湖湖沼群は調査

対象地域内であり、パイロットプロジェクト対象地の選定にあたっては十分に配慮を行

う必要がある。

国内湿地政策の存在が示すように、ウ国はラムサール条約に積極的に関与してきてお

り、これまでもWIDのPaul Mafabi氏が第６回締約国会議で湿地政策について基調講演を

行ったり、常設委員会の副議長を務めたりしている。さらに、2005年に開催予定の第９回

締約国会議の開催国に立候補し、第８回締約国会議の場において承認された。ラムサー

ル条約締約国会議が、途上国で開催されるのは実質的に初めてであり、アフリカ大陸で

も初めての開催となる。同会議は締約国136か国の代表と、多数のNGO、国際機関等が参

加する大規模な会議で、毎回数千人程度が出席している。

ラムサール条約では、決議VIII.34にてAgriculture, wetlands and water resource management

を採択しており、農業の持続可能な湿地利用について検討するように述べている。

アジアでは、灌漑稲作を持続可能な湿地の利用方法ととらえていることが多いが、欧

米では灌漑に対して否定的な見解もみられる。これは、灌漑稲作イコール大規模灌漑稲

作という印象が強く、小規模な灌漑稲作に対する理解の不十分さに起因することが多い

と考えられる。実際、同国で農業分野に支援を行っているドナーやNGOのなかで灌漑稲

作に関心をもっているのは、FAOとSasakawa Global-2000程度しかない。このことから、

同締約国会議の場で本開発調査のパイロット事業の成果を発表する機会をもつことがで

きれば、湿地を利用した稲作に対してのウ国内外の考え方を改善する良い機会になり、
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他国において類似案件を実施しやすくなる可能性もあろう。 

 

(4) 湿地と稲作 

WIDはWSSPの下で湿地での稲作に関するガイドラインとして、“Guidelines for Small holder 

Paddy Rice Cultivation in Seasonal Wetlands”という冊子を作成、配付している。水田の灌漑

開発を、湿地の有効利用と保全との調和を図る重要施策ととらえ、組織化された小規模農民

による湿地での持続可能な水田開発を推奨している。 

同ガイドラインによると「MAAIFの中期農業近代化計画（Medium Term Plan for Modernised 

Agriculture）では、ウ国東部のイガンガ県、クミ県、パリサ県、ブギリ県、トロロ県を湿地

での稲作重点地域と述べている」とのことである。これら県では、土壌、水、栄養素の不適

切な管理により、収穫量が減少していると述べている。 

同ガイドラインは、湿地での開墾にあたって、下記の留意事項をあげている。 

 

稲作の開墾 季節的な湿地か季節的に氾濫する湿地に限定 

源流部 稲作を禁止 

稲作用水 他用途への使用を厳禁 

灌漑用地 堤防建設を避けるため、氾濫時の水位が30cmを超えない

場所にすべき。２％を超える谷川の傾斜地で灌漑を行うべ

きではない。傾斜が１％を超える場合にはレベリング、堤

防建設、斜面に植生を植えるなどの必要な対策を講じる 

土地・湿地組合 個人でやるのではなく、特定の湿地・湿地集水域に限定し、

土地・湿地組合を作るべき 

土地の休閑 乾期における、upland riceとの休閑や他の作物との輪作、

養魚業やアイガモの放し飼いを奨励。３～５年の稲作につ

き、２～３年の休閑を奨励 

牛 耕 休閑中、収穫後に関して許可 

苗 直播きよりも苗での植え付けを奨励 

耕作地 湿地の転用は全体面積の25％まで。耕作地内の未転用の残

存湿地は湿地からの水の流れを維持するためにつなげる

べき。各区画の大きさを400m2未満にするよう奨励。耕作

地周辺の樹木の伐採を禁止 

農 薬 有機化学飼料の使用にはMAAIF officerの許可が必要。除草

剤及び殺虫剤の使用には、MAAIF field officerの鑑定が必要 
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このほか、湿地と耕作地の境界線を明確にするように義務づけられ、ガイドラインも準備

中である。

環境法制定以前の耕作地については、環境監査の実施が義務づけられている。

(5) 湿地政策、湿地における稲作の現状

このようにウ国では、憲法から環境法、水法、土地法、地方政府法、各法律の規則やガイ

ドラインに至るまで、国内の湿地保全体制が確立されている。しかしながら、湿地政策の現

状は必ずしも各法律や規則のとおりにはうまくいっているとはいえない部分もある。

 1) 法規則に対する理解、説明の不十分さ

本調査において、実際に稲作に従事している農民に対し、NEMAかDEOに環境監査の実

施（Environmental Auditing：既に開発が行われている地点を対象とする）、あるいはEIAの

申請を行ったかどうか確認したところ、イガンガ県のナマレンバをはじめ、数か所で未申

請のまま耕作を行っているという回答があった。ソロティ県グウェリでは、DEOの指導に

従って代替措置を取っている耕作事例があったが、未開墾地が400m3程度と面積が小さいう

えに、道路に面し、周囲を耕作地で囲まれているため、代替措置の意味はほとんど失われ

ていた。

同行したMAAIFのカウンターパートの湿地利用に係る法規則に対する理解も必ずしも十

分でなく、既耕作地に対して環境監査が必要なこと、EIAが終了しないと耕作を開始できな

いことなどにつき、明確に認識していないようにも見受けられた。こうした事例が示すよ

うに、環境法、国家湿地政策などの湿地に関する法規則に対する認識が、関係者に浸透し

ているとはいえない状況である。

また、グウェリでは、残した未開墾地にネズミなどの小動物が入り込み、イネに対する

食害が問題になっている。このため農民は、未開墾地を残すように指導したDEOに対して

かなりの不満を抱いている。オイレチョ地区では、河川の緩衝地帯の開墾を禁止されたこ

とに対して農民が不満を抱いていた。これら事例は、環境法には従っているものの、農民

の同法に対する理解が不十分で、WID側の説明が不足している可能性を示唆している。WID

でも普及状況の不十分さを把握してか、2001年より10年計画でWSSPを策定し、湿地に関係

する法規則を分かりやすく解説したガイドラインを策定したり、他セクターの関係者を集

めたワークショップを開催して利権者の理解を求めたりしてきている。

本来、NEMAやWIDのめざす湿地の管理・持続可能な利用は湿地の利用を一切禁止するも

のではなく、適切な利用を図ることでその資源を次世代に受け継ぐことを意図している。

しかし、農民やMAAIFの職員の間では、湿地保全イコール農民に犠牲を強いるものという

単純な図式ができあがっており、WIDがWSSP成立過程で行ったワークショップが関係者の
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合意を得るのに不十分だった可能性がある。一方、比較的新しいこれらの法律が地方に定

着するには時間がかかると考えられ、パイロットスタディを実施するなかで実際に環境法

に基づいた湿地利用を実践し、農民たちに提示することも必要かと思われる。パイロット

スタディやワークショップを実施するなかで、農耕地周辺の湿地環境を保全することが農

民たちの生活環境を守ることにもつながることについての理解を得ることが必要である。 

 2) 人的、物的資源の不足 

WIDが任命するDEOはWIDが直接雇用しているのではなく、地方政府法に基づき、各地

方が設置している環境委員会の下に位置づけられている。DEOは、NEMAから訓練されて

配置されたことになっているが、雇用に際して予算が不十分だったため、現状ではドナー

からの支援に頼っている状況だという。環境法の湿地、河川敷、湖岸管理に関する規則に

よると、DEOの任期は１年となっている。水資源、化学面での安全性、健康、湿地、野生

生物、都市環境等の問題別にほぼ全県に配置されている。しかし、予算の限られた現状で

はDEOがどれだけ機能しているのかは不明であり、NEMA、WIDとの連携により、確認する

必要がある。 

また、NEMA自体比較的新しい組織であり、技術的な蓄積も少ない。技術的な蓄積に乏

しいのはWIDもほぼ同じであり、環境法下のEIAを判断するだけの専門的な知識が十分にあ

るかどうかについてやや疑問があり、EIAをどのように実施しているのかについて確認を

取る必要がある。 

WIDでは、ラムサール条約に基づき、国内湿地目録を1996年に作成しているが、一般向

けには公開されていない。国全体の水系図はないといわれ、法制度は整っているものの、

EIAを行う際に必要な資料が乏しいといえる。また、国内の湿地保全・利用に対する優先

順位づけを行う体制が十分に取られていないため、EIAにより湿地への影響が認められた

場合に、利用に焦点をあてるのか、保全に焦点をあてるのか、体系立った方針を立てるこ

とができない可能性が高い。WSSPでは、重要な湿地に対する保全対策を取るように促して

おり、Wetlands Internationalの下で湿地目録の改訂作業が進められていることから、WIDと

連携を取り合うことが必要である。 

    

３－７ 農村社会 

ウ国では、人口の９割近くが農村部に居住している。調査対象地域のある東部は、全国平均の

126人/km２と比較して人口密度が高く、229人/km２となっている。また、農村人口も全国平均の

88％を上回り、93％である。このことから、東部地方における農業への依存度の高さが推測でき

る。 
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(1) 農村インフラ 

ウ国のインフラ面の整備は遅れており、都市部を除いてはその傾向が顕著である。道路は

幹線以外ではほとんどが未舗装道路で、表層部はたいていラテライト土壌である。このため、

地方道の整備状況はあまり良くなく、雨期のあとに道路に穴が開いていたり、大型車の通行

によって道路の表面が荒れたりしていても補修されていない箇所が多く見られる。幹線道路

沿いはともかく、農村部ではバスなどの公共交通機関はなく、農民の多くは日々の移動・運

搬を自転車に頼っている。電気は、道路沿いの集落では調査対象地域の多くで通っているの

が見られたが、水道はほとんど整備されていないらしく、水汲みのためにポリバケツを持っ

て歩く女性や子どもの姿を多く見かけた。 

 

(2) 農村社会 

ウ国は、ビクトリア湖に近い南部及び高い山のある東南部と西部に降雨量が多く、北部に

行くほど降雨量が少なく、気温が高くなる。また、相対的に北部の方の土壌が貧弱であると

いう。調査対象地域のうち、比較的降雨量の多い東南部地方では、サトウキビ、バナナなど

も見られたが、ソロティなどやや北の県では、ミレット、メイズ、キャッサバなどを植えて

いるところが多かった。調査対象地域である東部は稲作の盛んな地域で、北はリラ、カタク

ウィから、南はイガンガ、ブギリまでの広い範囲で稲作が行われているのを目にした。稲作

の多くは家族単位で行われており、耕作面積も例えば、イガンガ県トゥゴゲロ地区では１ha

程度で、小さい場合が多い。開墾は男性が行い、鍬や牛を使って鋤いている光景をよく見か

けた。天水に依存しているために稲作期が限定されることに加え、開墾が重労働であること

は、戸別の耕作面積が小さいことと無関係とは思えない。 

ジェンダーバランスとしては、女性は日常、特に自給用の農作業や水汲みを担い、男性は

田畑の開墾、収穫等重労働の伴う農作業を中心に行うといわれているが、今回視察した県で

は水田に入って男性とともに農作業を行う女性の姿も見られた。 

農家における女性の占める役割は大きく、自耕自給農民の80％以上は女性である。しかし

ながら、男性主導による換金作物の栽培が増えるに従い、女性は自給作物用の土地から追わ

れているという。農村内での女性の社会的地位は低く、土地賃借権を保有している女性農民

は全体の８％、実際に土地を所有しているのは７％に過ぎない。土地法は国民の土地所有に

関する権限を拡大したが、ジェンダーに配慮した内容ではなかったため、社会的地位の低い

女性や若者の土地所有権を拡大するよう、現在閣僚レベルでの見直しが行われている。しか

し、DWDのUganda Water Sector Reform:Water for Production Componentでは、見直しがあっ

たとしても、女性の土地所有に関する制限は残るだろうと推測している。また、女性の発言

権も低いようで、集会等の場には戸主である男性が出席することが多いという。現地視察中、
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ドホで農民を集めて意見交換会を開いたが、農作業に従事する女性の姿はあったものの、意

見交換会には男性のみが出席していた。 

詳しいデータは得られなかったが、農家では子どもも重要な労働力とみなされているよう

で、水汲み、牛やヤギなどの家畜の世話をしている子どもがよく見られた。ドホの施設内に

貼ってあったポスターでは、子どもを労役に課すことから解放し、学校へやるように啓発し

ているものが見られたが、果たしてどの程度効果があるのか、不明である。 

 

(3) 土地所有制度 

ウ国では、旧宗主国の英国が導入したマイロシステムと呼ばれる封建的な土地所有制度が

支配的であった。マイロそのものは1975年の土地改革法によって廃止され、1998年の土地法

では、土地は「国民のものであり、政府は国民から委託を受けて管理している」と規定して

いる。稲作が中心的に行われている湿地の場合、例えマイロシステムによる所有が行われて

いた土地であっても、現在所有権は一切認められておらず、したがって、法的には湿地の貸

借は行えないことになっている。しかしながら、各ガイドライン文中に、湿地の貸借はでき

ないことがあえて述べられていることから判断すると、依然マイロシステムが残っている可

能性は高いと思われる。 
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４. 収集資料リスト 

  資料収集リスト     

         

番
号 

分 野 資 料 名 発行機関又は
収集先 発行年月 

ペ
ー
ジ
数 

オリジ
ナル/
コピー
別 

取
扱
区
分 

図
書
館
記
入
欄 

1 
環境政策 The Environmental 

Impact Assessment 
Regulations 1998 

NEMA 1998年 71 オリジ
ナル 

    

2 

環境政策 The National 
Environment Statute, 
1995 

The Law 
Development 
Centre 

1995年 81 コピー     

3 

環境政策 Popular Version of The 
National Environment 
Statute 1995 (No.4 of 
1995) 

NEMA 1995年 64 オリジ
ナル 

    

4 

環境政策 The National 
Environment (Standards 
for Discharge of Effluent 
into Water or on Land) 
Regulations, 1999 

NEMA 1999年2月12日 4 オリジ
ナル 

    

5 

環境政策 The National 
Environment (Wetlands, 
River Banks and Lake 
Shores Management) 
Regulations, 2000 

NEMA 2000年 76 オリジ
ナル 

    

6 

環境政策 The National 
Environment 
(Mountainous and Hilly 
Areas Management) 
Regulations, 2000 

NEMA 2000年 41 オリジ
ナル 

    

7 

環境政策 Environmental Standards 
And Preriminary 
Environment Impact 
Assessment for Water 
Quality And Discharge of 
Effuluent into Water and 
Land in Uganda 

NEMA   67 オリジ
ナル 

    

8 

政 策 The National 
Environment 
(Designation of 
Environmental 
Inspectors) Notice, 2001 

NEMA 2001年3月30日 4 オリジ
ナル 

    

9 

政 策 The National 
Environment 
(Management of Ozone 
Depleting Substances and 
Products) Regulations 
2001 

NEMA 2001年11月23日 34 オリジ
ナル 
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10 

政 策 The National 
Environment (Minimum 
Standards for 
Management of Soil 
Quality) Regulations, 
2001  

NEMA 2001年11月2日 25 オリジ
ナル 

    

11 

政 策 The Land Act Act 16 of 
1998 (With Amendment 
Act 2001) 

The Law 
Development 
Centre 

2001年 86 コピー     

12 

土地政策 The Land Regulations, 
2001 

The Law 
Development 
Centre 

2001年 186 コピー     

13 
水政策 The Water Statute, 

Statute No. 9 of 1995 
LDC Publishers 1995年12月22日  コピー     

14 
環境影響
評価 

The Guidelines for 
Environmental Impact 
Assessment in Uganda 

NEMA 1997年7月 63 オリジ
ナル 

    

15 
環境影響
評価 

Requirements for An 
Environment Impact 
Assessment Project Brief 

           

16 行政組織 NEMA Organogram NEMA   1 コピー     

17 
水資源管
理 

Uganda Water Sector 
Reform: Water For 
Production Component 

MWLE 2002年11月 123 オリジ
ナル 

    

18 
環境白書 State of Enivornment 

Report for Uganda 
2000/2001 

NEMA 2001年 153 オリジ
ナル 

    

19 

環境管理 Incentives, Disincentives 
and other Economic 
Instruments for 
Environmental 
Management: A User 
Manual 

NEMA 2001年 50 オリジ
ナル 

    

20 環境管理 
NEMA News Vol. 3 No.5, 
September 2002 

NEMA 2002年９月 15 オリジ
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自然環境
政策 

Localizing Global 
Environmental 
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Guide for Uganda 

NEMA 2002年 32 オリジ
ナル 
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自然環境
政策 

Localizing Global 
Environmental 
Conventions: 
Opportunities for 
integrating Multilateral 
Conventions in Planning 
Processes in Uganda 

NEMA 2002年 24 オリジ
ナル 

    

23 

農 業 Small Scale Irrigation in 
Support of Special 
Programme for Food 
Security and Poverty 
Eradication: Expansion 
Phase Draft Document 
(Executive Summary) 

FAO & MAAIF 2003年１月 29 コピー     
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24 農 業 
Marketing of Smallholder 
Crops in Uganda 

CTA 1996年 154 オリジ
ナル 

    

25 
農 業 National Agricultural 

Advisory Services 
Programme(NAADS) 

MAAIF 2000年10月20日 68 オリジ
ナル 

    

26 
湿地政策 National Policy for the 

Conservation and 
Management of Wetland 
Resources 

Ministry of 
Natural 
Resources 

1995年 16 オリジ
ナル 

    

27 
湿地政策 Guidelines for 

Compliance Monitoring of 
Wetlands 

WID 2002年3月 28 オリジ
ナル 

    

28 湿地政策 
Guidelines for Wetland 
Edge Gardening 

WID 2002年7月 32 オリジ
ナル 

    

29 湿地政策 
General Guidelines for 
Wetland Development 

WID 2000年2月 7 コピー     

30 
湿地政策 A Vision Statement for 

Wetland Management in 
Uganda 

WID 2001年1月 6 コピー     

31 
湿地政策 Wetland Action Planning 

And Budgeting at District 
And Sub-Level 

WID 2001年2月 13 コピー     

32 湿地政策 
Wetlands and the Law WID 2002年3月 40 コピー     

33 

湿地問題 Wetnews Bulletin: The 
Newsletter of the 
Wetlands Inspecition 
Division Vol. 5 Issue 1 

WID 2003年1月 8 コピー     

34 湿地政策 
The Wetland Sector 
Strategic Plan 

WID   4 オリジ
ナル 

    

35 湿地政策 
Wetland Sector Strategic 
Plan 2001-2010 

WID Web page
よりダウンロード 

2001年1月 46 コピー     

36 
保護動物 Draft 2: Schedule 3A: 

Partially Protected 
Species 

UWA   8 コピー     

37 
組織図 Structure of Ministry of 

Water, Lands and 
Environment 

MWLE Web 
pageよりダウンロ
ード 

  1 コピー     

38 

灌 漑 DESIGN OF WATER 
CONSERVANCY & 
BUILDNG PROJECT     
DOHO RICE 
FARM,UGANDA         

FARM TEAM 
OF THE 
PEOPLE’S 
REPUBLIC OF 
CHINA       
BEIJING、
CHINA 

1984年1月 19 
（一部
不完全
な頁あ
り） 

コピー     

39 一般図書 
Uganda Pocket Facts     125 オリジ

ナル 
    

40 一般図書 
Uganda Districts 
Information Handbook 

    184 オリジ
ナル 

    

41 一般図書 
Uganda - An Oxfam 
Country Profile 

    88 オリジ
ナル     
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ナル 
    

43 地 図 
Uganda Traveller's Map      オリジ

ナル     

44 
地図帳 A New Macmillan Social 
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UGANDA 

    65 オリジ
ナル 

    

45 農業政策 MAAIF改革資料抜粋 MAAIF   17 コピー     

46 
農業政策 Plan for Modernisation of 

Agriculture; Eradicating 
Poverty in Uganda 

MFPED & 
MAAIF 

2000年7月 149 コピー 

    

47 

農 業 MAAIF-SG2000's 
Technology Innovation 
and Dissemination 
Program in Uganda; 
Summary of Phase I 
Program Interventions 
(1996-2002) 

Sasakawa Global 
2000 

2002年5月 22 コピー 
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